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第1 基本的な考え方

1 目的

新型インフルエンザは，毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとウイ

ルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより，およそ10年か

ら40年の周期で発生している。ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得

していないため，世界的な大流行（パンデミック） となり，大きな健康被害とこれに

伴う社会的影響をもたらすことが懸念されている．また，未知の感染症である新感染

症の中でその感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいもの

が発生する可能性がある。 このため，新型インフルエンザ等（新型インフルエンザ等

対策特別措置法（平成24年法律第31号。以下「特措法」 という｡）第2条第1号の

「新型インフルエンザ等」をいう。以下同じ｡）の発生時においては，感染拡大を可能

な限り抑制し，国民の生命及び健康を保護するとともに国民生活及び国民経済に及ぼ

す影響を最小となるようにすることが必要である。

裁判所は，新型インフルエンザ等発生時においても，国民の権利の実現，各種の紛

争解決，刑罰法令の適正な実現その他の裁判所の機能を最低限維持することが求めら
れる。

本計画は， 「新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会

議」において作成された「新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン

（平成26年3月31日)」 （以下「政府のガイドライン」 という｡）を踏まえ，新型イ

ンフルエンザ等発生時においても，想定される被害状況等に応じて，裁判所が求めら

れる機能を維持し必要な業務を継続できるよう，適切な対策を講ずるために策定する

ものである。

2本計画の適用範囲

本計画は，すべての裁判所を対象としている。今後，各裁判所（司法研修所及び裁

判所職員総合研修所を含む。以下同じ｡）においても，本計画を踏まえた上で，各裁判

所の実情や地域の事情を反映した業務継続計画を適宜策定するものとする。

なお，各裁判所において業務継続計画を策定する際には，関係機関と十分な調整を

行うものとする。

3他の業務継続計画との関係

最高裁判所においては，首都直下地震を想定した「最高裁判所業務継続計画」を策

定しているところである。同計画と本計画とでは，非常時における制約のある状況に

おいて，継続すべき優先業務を特定し，裁判所の機能を維持するという目的やその実

現のための方法などの点で共通する要素もあるが，首都直下地震と新型インフルエン

ザ等では，被害の地理的な範囲，被害が継続する期間，被害への対応など異なる要素

が多いことから，本計画は，首都直下地震を想定した業務継続計画とは別個の業務継
続計画として策定するものである。
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4実施体制

（1） 平常時の体制

新型インフルエンザ等の発生に備え，事務局等において，関係機関とも連携を図

り，情報収集に努める。

(2) 発生時の体制

最高裁判所においては，新型インフルエンザ等が発生して裁判所としての対策を

推進する必要がある場合には，事務総長を本部長とする対策本部（別紙1参照）を

設置する。その他の各裁判所においても，新型インフルエンザ等が発生した場合に

は，その対策等を推進するとともに，業務継続の組織体制の構築と指揮命令系統を

明確化するための意思決定機関として，対策本部等を設置する。

第2業務継続計画の前提となる被害状況等の想定

新型インフルエンザ等の流行規模や被害規模は，病原性や感染力等に左右されるも

のであり，現時点でこれを予測することは困難である。政府のガイドラインにおいて

は，過去に世界で大流行したインフルエンザのデータ等を参考に，新型インフルエン

ザ等発生時の被害状況等につき，以下のとおり想定されている。

・ 国民の25％が，各地域ごとに流行期間（約8週間）の中でピークを作りながら

順次り患する。 り患者は， 1週間から10日間程度り患して欠勤するが，その大

部分は，一定期間の欠勤期間後に治癒し，免疫を得て職場に復帰する。

・ ピーク時（約2週間）に職員が発症して欠勤する割合は，多く見積もっても5％

程度であると考えられるが，職員自身がり患する場合のほか，家族の世話看護

等（学校・保育施設等の臨時休業や，一部の福祉サービスの縮小，家庭での療養

などによる｡）のために出勤が困難となる場合，不安により出勤しない場合がある

ことを見込み，職員の最大40％程度が欠勤する。

新型インフルエンザ等発生時における裁判所の業務継続計画を検討するに当たって

も，上記のような被害状況等の想定と異なる想定をすべき事情はない。

したがって，本計画は，上記のような被害状況等の想定を前提として策定するもの

である。

第3発生時の業務体制等

1 業務継続の基本的方針

裁判所は，新型インフルエンザ等発生時において，利用者や職員の生命・健康を保

護しつつ，最低限の機能を維持するため，新型インフルエンザ等発生時にも継続が必

要な業務を絞り込み，人的資源を集中させるとともに，感染拡大につながるおそれの

ある業務は極力中断する。

具体的には，裁判所は，新型インフルエンザ等発生時において，利用者や職員の生
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命・健康を保護するために，新型インフルエンザ等の発生により新たに発生し，又は

業務量が増加する業務（以下「強化・拡充業務」 という｡）を優先的に実施するととも

に，裁判所の最低限の機能を維持するために必要な業務（以下「一般継続業務」 とい

い，強化・拡充業務と併せて「発生時継続業務」 という｡）を継続することとし，その

他の業務（以下「発生時継続業務以外の業務」という｡）は縮小又は中断する。そこで，

裁判所の業務を， 「発生時継続業務」 （強化・拡充業務及び一般継続業務） と 「発生時

継続業務以外の業務｣に分類し， 「発生時継続業務以外の業務｣には優先順位を付ける。

その上で，新型インフルエンザ等発生時において，発生時継続業務を適切に実施，

継続できるよう，必要な人員，物資等を確保する。特に人員については，国内におい

て新型インフルエンザ等が発生した際に，発生時継続業務以外の業務を一時的に大幅

に縮小又は中断し，その要員を発生時継続業務に従事する職員の代替要員として確保

する。

2業務の分類

（1） 発生時継続業務

ア強化・拡充業務

新型インフルエンザ等の対策に関する業務であり，新型インフルエンザ等の発

生により新たに業務が発生し，又は業務量が増加するものである。

具体的には，利用者や職員の生命・健康を保護するとともに，指揮・命令系統

を維持して裁判所の最低限の機能を維持するために必要な以下の業務がこれに該

当する。

・ 新型インフルエンザ等に関する情報収集・分析，その連絡調整等の業務

・ 感染防止対策業務（庁舎管理等）

・ 人員体制，発生時継続業務等に関する指揮・命令等の業務

・ 国民に対する業務の状況の周知，利用者等からの問い合わせへの対応等

イ一般継続業務

政府のガイドラインにおいては，最低限の国民生活の維持等に必要な業務であ

って，一定期間，縮小・中断することにより，国民生活，経済活動や国家の基本

的機能に重大な影響を与えることから，国内感染期であっても業務量を大幅に縮

小することが困難なものとされている。

裁判所においては，最低限の機能を維持するため，緊急性が特に高い業務（別

紙2参照）を一般継続業務とする。

なお，各裁判所においては，管内の支部や簡易裁判所の人員体制等を考慮し，

令状事務等について，関係機関と調整の上，対応が可能な本庁又は支部に集約す

ることも検討する。

(2) 発生時継続業務以外の業務（縮小又は中断業務）

政府のガイドラインにおいては，一定期間，大幅な縮小又は中断が可能な業務で
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あり，業務の実施が遅れることにより国民生活や経済活動に一定の影響はあるが，

業務資源の配分の優先の観点から一定期間の縮小又は中断がやむを得ないものとさ

れている。

裁判所においては，発生時継続業務以外の業務についても，緊急性や国民の権利

利益に与える影響の大きさに応じて，優先順位を第1順位から第3順位まで付け（別

紙2参照)，優先順位の低いものから縮小又は中断する。

3新型インフルエンザ等発生時の執務体制の確保

（1） 指揮・命令系統の確保

新型インフルエンザ等発生時に，業務上の意思決定機能を維持するため，各局部

課等において以下の事項を検討する。

・ 権限者のり患に備えて，代行者等を指名する。

・ 権限者と代行者等が同時にり患しないよう，同時同場所の勤務を避ける。等

（2） 人員計画等の作成

各裁判所において，発生時継続業務を適切に実施，継続するために必要な人員を

確保するための人員計画を策定する。

当該計画は，発生時継続業務を適切に実施，継続するために必要な人員を算出し

た上で，学校・保育施設等の臨時休業や介護サービスの不足等による都合で出勤困

難となる可能性のある職員や基礎疾患を有するため出勤困難となる可能性のある職

員等を考慮して策定する。

また，通勤時や勤務時の感染機会を低減するための勤務体制を整える。

（3） 特定接種体制の構築

各裁判所においては，特定接種の実施が必要となった場合に，速やかにこれを実

施することができるように，特定接種体制を構築する。

4業務継続計画の発動・運用

各裁判所は，政府が新型インフルエンザ等対策本部（特措法第15条第1項。以下

「政府対策本部」 という｡）を設置した場合には，速やかに業務継続計画を発動する。

業務継続計画に基づく業務体制等の実施は，流行の各段階に応じて行う必要があるた

め，以下において各発生段階における一応の運用を示すこととする。 しかし， これは

一つの目安にとどまり，新型インフルエンザ等の流行規模や被害規模は，病原性や感

染力等に左右されるものである上，各裁判所の体制等の実情や地域の事情も異なるこ

とから，業務継続計画の運用については，各裁判所の実情等を踏まえて柔軟に行うこ

とが必要である。

（1） 海外発生期

海外発生期とは，海外で新型インフルエンザ等が発生したものの，国内では新型

インフルエンザ等は発生していない状態である。

海外発生期では，直ちに国内の裁判所の業務に対して影響が生じることは考えに
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くいが，国内で新型インフルエンザ等が発生する場合に備え，各裁判所において対

策本部等を設置し，新型インフルエンザ等に関する情報収集に努め，業務継続計画

に修正等を加える必要性の有無について検討し，縮小又は中断する業務や縮小内容

等の方針について関係機関に周知するなどして，国内発生早期に移行した場合に備
える。

（2） 国内発生早期

国内発生早期とは，国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等が発生し

ているが，全ての患者の接触歴を疫学調査で追うことができる状態である（ただし，

国内でも，都道府県によって状況が異なる可能性がある｡)。

政府対策本部が国内発生早期に入ったことを宣言した場合には，各裁判所の実情

等に応じて，発生時継続業務以外の業務のうち，優先順位の低い業務を縮小又は中

断することを検討し，特定の部署で欠勤者が多数となった場合には応援体制をとる

ことも検討する。また，発生した新型インフルエンザ等の病原性や感染力等が不明

である場合には， これらが重篤な場合を想定して，早期に発生時継続業務以外の業

務をいったん縮小又は中断し,その後，状況を踏まえて縮小又は中断の見直しを検

討する。

なお，各裁判所の実情等によっては， さらなる対策を講じることも検討する。例

えば，地域において感染が拡大している場合，近隣の行政機関等が新型インフルエ

ンザ等の流行を理由に業務を縮小又は中断している場合， 当該裁判所の複数の職員

がり患し，裁判所内での感染が疑われる場合などは，各裁判所において，国内感染

期における業務体制に移行することを検討する。

(3) 国内感染期

国内感染期とは，国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等の患者の接

触歴が疫学調査で追えなくなった状態をいい，感染拡大からまん延，患者の減少に

至るまでの時期を含むものである。

政府対策本部が国内感染期に入ったことを宣言した場合には，発生時継続業務以

外の業務を縮小又は中断し，新型インフルエンザ等発生時の業務体制に移行する。

また，政府対策本部が，新型インフルエンザ等緊急事態（特措法第32条第.1項）

を宣言した場合には，各裁判所の実情等に応じて，発生時継続業務以外の業務を大

幅に縮小又は中断する。

(4) 小康期

小康期とは，新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し，低い水準でとどまっ

ている状態をいう。

政府対策本部が小康期に入ったことを宣言した場合には，通常の業務体制への復

帰を検討する。業務の拡大・再開等については，地域における感染状況等を踏まえ，

各裁判所が柔軟に判断することとする。

－5‐



また，小康状態の後の第二波，第三波に備え，必要に応じて業務体制の見直し等

を検討する。

○新型インフルエンザ等発生時の業務継続の時系列イメージ

Ⅲ．．強' ･拡充業務

闘・･一般継続業務

□･･縮小中断業務

通常レベル

小･中断業務

灘蕊 股継続業務

|壷塗隼噸|羅静塗|識’
海外発生
期
国内発
生早期

未発生期 |藷飛騨’蝋康期

ー流行の1つの波が8週間程度一

第4

1

業務継続のための執務環境の確保

物資・サービスの確保

庁舎管理や警備，清掃・消毒業務，各種設備の点検・修理，ノ丁舎官埋や警備，清掃・消毒業務，各種設備の点検・修理， 消耗品の供給等の発生

時継続業務を適切に実施，継続するために必要な物資・サービスをリストアップする

とともに，物資については必要に応じて備蓄する。

2事業者への要請

上記1の物資・サービスを提供する事業者（委託業者）に対し，業務継続のための

協力を要請する。当該事業者による物資・サービスの提供が困難である場合には，代
替策を検討する。

3食堂・売店等の営業

各裁判所の庁舎内で営業する食堂や売店等については， 当該地域における新型ｲﾝ

ﾌﾙｴﾝザ等の感染状況食堂等の利用状況,周辺の施設の状況等を考慮した上で,
営業を継続するか否かを検討する。

第5感染対策の徹底

－6‐



発生時継続業務を適切に実施，継続するため，新型インフルエンザ等に関する基本

的な知識等を職員及びその家族に周知徹底するとともに， 「新型インフルエンザ感染防

止対策のためのガイドライン」 （平成21年5月作成）や政府のガイドライン等を参照
の上，感染対策を徹底する。

第6

1

6業務継続計画の維持・管理等

1 関係機関との調整

業務継続計画の実行に際しては関係機関との連携が不可欠であるから，関係機関と
の調整を十分に行う。

2教育

業務継続計画の実効性を高めるため，職員に対し，平常時から同計画の周知に努め，

業務継続等の重要性を認識させる。特に強化・拡充業務に従事する職員に対しては，
研修，訓練等を通じて必要な知識等を習得させる。

3改善

新型インフルエンザ等に関する新しい知見が得られた場合や，教育等を通じて課題

が明らかになった場合等には，適宜，業務継続計画の見直しを行う。

‐7．



(別紙1）

最高裁判所新型インフルエンザ等対策本部構成員

本部長

本部員

事務総長

総務局長

人事局長

経理局長

民事局長（行政局長）

刑事局長

家庭局長

秘書課長（広報課長）

情報政策課長

審議官

オブザーバー 民事上席調査官

大法廷首席書記官

司法研修所事務局長

裁判所職員総合研修所事務局長

最高裁判所図書館長
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(別紙2）

業務の分類

-9．

民事 刑事 家事 少年 司法行政

発
生
時
継
続
業
務
の
う
ち

一
般
継
続
業
務

･文書の受付に関する事務

･保全に関する事務(特に緊急性の高いもの）

｡DV事件に関する事務

･人身保護に関する事務

･令状(身柄に関する裁判を含む｡)に関する事務

･医療観察事件(鑑定入院命令･決定がされている

事件)に関する事務

･令状に関する事務

･保全に関する事務(特に緊急性の高いもの）

･観謹措置(令状に関する事務を含む‘)に関す
る事務

･少年審判(観護措置がとられている事件)に関
する事務

･上記業務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務

･裁判部の一般継続業務を継続
するために必要な礪務(外部機関
対応.会計事務.広報軍務,管理事務
等）

発
生
時
継
続
業
務
以
外
の
業
務

第
１
順
位

第
２
順
位

第
３
順
位

･保全に関する事務(上紀以外のもの）

･執行に関する事務(特に緊急性のあるもの）

･倒産に関する事務(特に緊急性のあるもの）

･刑事公判(勾留がされている巫件)に関する事務

･略式手続に関する事務

･保全に関する事務(上記以外のもの）

･上記業務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務

･民事訴訟に関する事務

･督促手続に関する事務

･民事調停に関する事務

･執行に関する事務(上記以外のもの）

･倒産に関する事務(上配以外のもの）

･その他の民事事件に関する事務

･刑事公判(勾留がされていない事件)に関する事
務

･医療観察事件(鑑定入院命令･決定がされていな
い事件)に関する事務

･その他の刑事事件に関する事務

･家事審判に関する事務

･家事調停に関する事務

･人事訴訟に関する事務

･その他の家事事件に関する事務

･少年審判(観護措腫がとられていない率件)に関
する事務

･その他の少年事件に関する事務

･第1順位の裁判部の業務を継
続するために必要な事務

･給与事務

。第2順位の裁判部の業務を継
続するために必要な事務

･検察審査会に関する事務

上記いずれにも該当しない総
務･人事･会計･資料等の事務



機密性2

さいたま地方裁判所新型インフルエンザ等対策本部議事録

日 時：令和2年4月7日 （火）午後5時40分

場所：所長室

参加者：大殿所長(対策本部長）

谷口民事部所長代行者

任介刑事部所長代行者

藍木民事次席書記官

黒田刑事首席書記官

關澤事務局長

本部議事要旨

新型インフルエンザ等対策本部を設置した。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき，埼玉県を対象と

して緊急事態宣言がされ,裁判所所在地やその周辺に平日の日中に

おける外出自粛要請がされる事態に至った場合には,新型インフル

エンザ等対応業務継続計画（以下「BCP計画」という。）を発動し,

当分の間，発生時継続業務とされている業務（強化・拡充業務・一

般継続業務）のほか，優先度が高いと考えられる業務等を継続ずる

こととし， それ以外の業務を縮小することについて合意された。

以上



令和2年4月8日

埼玉県内の裁判所を利用される皆様へ

さいたま地方裁判所

さいたま家庭裁判所

「新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等につ

いて」 （お知らせ）

政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言及び埼玉県の

外出自粛要請等を踏まえ，埼玉県内の裁判所において， 4月8日から5月6日まで

の間に実施される予定であった期日については下記のとおり取り扱われます。

記

●民事事件及び行政事件について

次の事件を除いて期日指定が取り消されます。新たな期日については，指定され

次第，担当部（係）から連絡があります。御不明の点があれば，担当部等にお問い

合わせください。

・ 民事保全事件（行政事件の仮の救済手続を含む。 ）

・ ドメスティックバイオレンス事件

・ 人身保護事件

・ 民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの

・ 倒産事件のうち特に緊急性のあるもの

●刑事事件について

上記の期間に指定されていた裁判員裁判事件の裁判員選任手続期日は変更されま

す。公判期日のうち一部についても期日が変更されます。傍聴券交付については，



ホームページの傍聴券交付情報をご覧ください。保釈など緊急性の高い業務は，通

常どおり行っています。

●家事事件について

調停事件，審判事件等期日が指定されている事件については，次の事件を除き，

指定期日が取り消されます。人事訴訟事件についても，期日指定がされている事件

については，指定期日が取り消されます。新たな期日については，指定され次第，

担当部等から連絡があります。御不明の点があれば，担当部等にお問い合わせくだ

さい。

･児童福祉法上の一時保護事件，審判前の保全事件等急を要する事件

･ハーグ条約実施法に基づく子の返還申立て事件

･子の監護に関する事件で，特に急を要する事件

また，本庁において行っている「子の氏の変更許可申立事件」の即日審判手続（

申立ての当日に審判をする手続）は， 当面，実施を見合わせます。

●少年事件について

原則として審判期日は取り消されますが，観護措置が取られている事件のほか，

特に急を要する事件については，審判期日を開く場合があります。御不明の点があ

れば，担当部等にお問合せください。

なお，裁判所に提出される文書の受付業務は継続しておりますし，郵送により提

出された文書も受け付けています。

御理解御協力のほどよろしくお願いいたします。



政府による緊急事態宣言が埼玉県に対して発令された場合の対応

（民事部における基本方針）

令和2年4月7日

※対応ぶりは，緊急事態宣言の内容・期間にもよるところではあるが，以下で

は， 5月6日までの間日中の移動の制限を要請された場合を念頭において

いる。

1 弁論部での対応

（1） 事務の範囲の限定

ア 当初の2， 3日は，対象期間内に実施が予定されている口頭弁論，弁論

準備手続などの期日で取消しを行うものにつき，その変更に係る決定（次

回期日は追って指定｡） とそれに伴う通知に関する事務を行う。

イその後は，外部からの照会・問合せなどへの対応，新件事件の受理など

の事務を行うほか，各部署，各手続の種別，状況に応じ，必要最低限度の

事務，緊急性を要する事務を中心に処理する二

（2） 登庁する職員（裁判官を含む）の削減

ア上記アの事務については，通常どおりの人員で行う。

イ上記イの事務については，部総括裁判官及び主任書記官以上の管理職

員を除き，書記官，事務官については，原則として週単位で2つに班分け

して1週当たり1班の職員で対応し，裁判官については，適宜の人数で対

応する。その後の期間については，事務量の推移に応じ，登庁する職員数

部総括裁判官及び主任書記官については，期日変更終了後の週の前半に

ついて不測の事態への対応の必要から出勤することとするが，その後につ

いては，状況の推移に応じ，他の部の管理職等と調整のうえ 在宅勤務へ

の移行も行う。

2 非訟部での対応

（1） 保全事件．DV事件

通常どおりの処理を行う。ただし，事件の個別事情を考慮して進行を判断

する。

(2) 不動産執行

ア係属中の事件

①売却実施処分済みの事件（4月15日開札）はそのまま事件処理を継

続し，売却許可決定までを行う。ただし，代金納付期限は指定を留保す

る。



② 5月20日開札の第5回実施処分（2月25日実施処分）は，実施処
分を取り消す。

③新たな売却実施処分は留保する。

④新たな配当期日は指定しない。

⑤指定済みの期日 （配当期日等）は原則として取り消す。ただし出頭の

可能性と取り消すことにより増加する事務処理の量を勘案し， 出頭の

可能性が少ない事件で，既に配当表の原案作成済みの事件については

配当期日を実施する。

⑥代金納付期限通知を発送済みの事件は， 買受人と代金納付日が重複

しないように調整したうえで，代金納付手続及び登記嘱託手続を行う。
⑦取下処理は行う。

⑧発令済の現況調査命令，評価命令の交付は行う。

イ新規事件

（ﾇ)事件につき差押完了まで実施する。ただし，現況調査命令，評価命令

は発令しない。その他の事件は登庁している職員の処理できる範囲で行う。
ウ相談対応

情報取得等の電話照会については，インフォメーション21を案内する

などして，短時間で済ませるようにする。

(3) 債権執行

ア係属中の事件

①取下通知は行う。ただし，給与の差押及び大口の預金債権の事件を優

先し，緊急性のないもの（空振り）はできる範囲で行う。

②指定済みの期日 （配当期日等）は原則として取り消す。ただし出頭の

可能性と取り消すことにより増加する事務処理の量を勘案し，出頭の可

能性が少ない事件で，既に配当表の原案作成済みの事件については配当

期日を実施する。

③新たな配当期日は指定しない。

イ新規事件

しり事件の差押完了まで実施する。ただし，養育費の発令を優先し，事件

種別又は件数に上限を設ける（登庁している職員の処理できる範囲で処理

し，翌々日発令にとらわれない｡）。

ウ相談対応

できるだけ短時間で済ませる（担当者不在の現状を説明するなどして理

解を求める。)。

(4) 破産



ア係属中の事件

①債権者集会は，期日に多数の出頭が見込まれる事件（1件）について

は期日を取り消す。その他の事件の期日は実施するが，延期とする。

②新たな決定・命令等は特に急ぐ．ものを除き留保する。意見申述期間を

経過した免責申立事件についても処理を留保する。

イ新規事件

①管財事件については原則， 開始決定を行わない。

②同時廃止事件については特に急ぐものを除き処理を留保する。

(5) 再生

ア係属中の事件

開始決定後事件につき，書面決議前の事件については，再生計画案が提

出された時点で事件進行を行わない。書面決議後の事件については，回答

期限経過後も認可決定を行わない。それ以外については，登庁している職

員で処理が可能な範囲で，開始決定時で定めたスケジュールに対応した業

務を行う。

イ新規事件

①新たな開始決定は行わない。

②登庁している職員で新件受理や審査を行う。

(6) 商事非訟事件（商事過料事件を含む｡）

①既に期間中に期日指定されている事件は，期日変更を行う。

②新たな決定については，特に急ぐものを除き留保する。



【機密性2】

緊急事態宣言時の刑事部における対応について（2． 4． 7）

緊急事態宣言がされた場合，以下のとおり業務を行う。

1 期日の変更，取消し等

緊急事態宣言発令後，県知事の要請を待つことなく， 4月10日（金）まで

に，次のとおり，緊急事態宣言期間中に期日が指定されている事件について，

期日の変更等を行う。

（1） 在宅事件及び保釈中の事件については，原則，当事者の意向を確認の上，

期日を取り消し，追って指定とする（当事者の意向によっては，緊急事態宣

言期間後に変更することも可） 。

（2） 身柄事件（裁判員事件を除く。 ）については，期日を変更・取消しをする

ことに問題がある事件以外は，当事者の意向を確認の上，緊急事態宣言期間

終了後の期日を指定又は変更する。

（3） 裁判員事件の公判前整理手続期日や打合せの変更等については，裁判体の

判断による。

（注）裁判員事件の期日を取り消した場合は，上級庁に報告する必要があるの

で，速やかに刑事首次席書記官に報告する。

2業務の縮小等

4月13日（月）からの業務態勢は，原則，次のとおりとする。

（1）継続すべき業務

ア令状事務

イ身柄に関する事務（勾留更新，接見禁止，保釈請求，勾留執行停止等）

（準抗告及び抗告事件等の緊急を要する事務を含む。 ）

ウ国選弁護人選任事務

工医療観察法事件（鑑定入院命令，入通院処遇，継続確認等）

オ起訴状謄本の送達事務

1



(2)処理態勢等

ア裁判体（官）

（ｱ）原則，準抗告当番表の「当番部」の裁判体（官）及び「待機部」の裁

判官1名が登庁し，前者が刑事部全体の上記(1)イ，ウ（ただし，被告人

国選弁護人選任事務）及び工の事務を，後者が「当番部」で対応できな

い事案や勾留事務処理の応援などを担当する。

（ｲ） 上記1で変更しなかった期日については，原則，担当裁判官が処理す

る。

（ｳ）令状事務は，原則，令状当番の割当表に従って担当する。

イ一般職

各部署の状況等を踏まえ，全体として登庁人数が3割程度になるように

シフトを組む（別添シフト表参照） 。

(3) その他留意点等

ア録音反訳完成通知など，期限が定められている業務を失念しないよう，

部内での情報共有に留意する。

イ業務縮小により，所属部以外の事件記録を使用することもあるので，記

録の所在等について，各部相互に情報共有する



機密性2(総務課管理脳.員限り）

地裁総務課畳庁勤務器シフト表(Oが豊庁勤務日）

職貝

氏名 案務

関塚和子

相田雄大

問遇宏

田沼優子座務

端山智美 麿務

今村郁美 廠務

和田三智子麿務

伊坪恵里 文書

高橋良太 文書

佐野未佳 文書

片岡純子 文書

葉高宏 広報

中岡円 広報

川崎幸治 ｜費料

坂田英彦 ｜資料
合計(人）

|愚爾駅｜ ”凧鰯” ｜傭…雲鑛)’最寄駅 利用蹄線 備考(考盧要素）
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(参考)局次長シフト表

平均(4/13～5/1)(率） 28.6
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総務課の継焼業務簿

係名 経朧菜務

蜜備対応一般

慨道対応

警備対応一般

麿務係･資料係の補助

その他連絡鯛整

報道対応

文書接受等の補助

修習生間係(指導官等の連絡調整）

勤務塒間管理

外部対応(来庁者）

胴停委員旅費支給

文書接受等の補助

郵便乗務.当直文書引継

情鞭セキュリティ(インシデント発生時の連絡のみ

文書接受等(轍員周知を含む｡）

情報セキュリティ(上記以外）

在宅勤務内容

、
一
．
一
．
－
，
－
，
一
○
一
○
’
＠
一
．
一
．
一
○
一
○
’
＠
－
＠
｜
△
｜
△

課長

蝶長補佐
(底･資）

課長補佐
(文･広）

マニュアル.執務資料の譲込

マニュアル.執務資料改訂の検討

登庁勤務者からの問合せ対応

その他

１
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４

麿務係

マニュアル.執務資料の溢込

ﾏﾆｭｱﾙ.執務貴料改訂の検對

登庁勤務者からの問合せ対応

その他
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文書係

級道対応(事件･司法行政に関するもの） ‐
※管内からの照会対応･上級庁への求意見を含
む．

マニュアル.執務資料の読込

マニュアル.執務資料改灯の検討

登庁勤務者からの問合せ対応

その他

１
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◎

ウェブサイト更新

一般からの問合せ対応

文書接受等の補助

記者室管理案務(期日情報の更新）
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文書接受等の補助
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マニュアル.執務資料の談込

マニュアル.執務資料改訂の検酎

豊庁勤務者からの問合せ対応

その他
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資料係



機密性2

地裁総務課登庁勤務者シフト表(Oが登庁勤務日）

(参考)局次長シフト毅

総務課の継続業務等

職員

係名等 氏名 業務

4/9

木

4/10

金

4/13

月

4/14

火

4/15

水

4/16

木

4/17

金

4/20
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火
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金
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月

4/28

火
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木

5/1

金

登庁
勤務
日数

課長 関塚和子 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 ○ 9

課長補佐 相田雄大 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

課長補佐 間邊宏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7

庶務係 田沼優子 庶務 ○ ○ ○ ○ ○ 5

庶務係 増山智美 庶務 ○ ○ ○ ○ ○ 5

庶務係 今村郁美 庶務 ○ ○ ○ ○ ○ 5

庶務係 和田三智子 庶務 ○ ○ ○ ○ ○ 5

文書係 伊坪恵里 文書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

文書係 高橋良太 文書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

文書係 佐野未佳 文書 ○ ○ 0 ○ ○ ○ 6

文書係 片岡純子 文書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

広報係 葉高宏 広報 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7

広報係 中岡円 広報 ○ ○ ○ ○ 0 ○ 6

資料係 川崎幸治 資料 ○ ○ ○ ○ ○ 5

職員

係名等 氏名 業務

4/9

木

4/10

金
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月
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金
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火
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木
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金
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金

登庁

勤務
日数

局長 關澤直人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

次長 河上基也 ○ ○ ○ ○ 0 ○ ○ ○ ○ 9

係名 継続業務 在宅勤務内容

課長
◎

◎

警備対応一般

報道対応

課長補佐
(庶・資）

◎

◎

◎

警備対応一般

庶務係･資料係の補助

その他連絡調整

課長補佐
(文･広）

◎

○

報道対応

文書接受等の補助

庶務係

◎

◎

◎

○

○

修習生関係(指導官等の連絡調整）

勤務時間管理

外部対応(来庁者）

鯛停委員旅費支給

文書接受等の補助

1マニュアル,執務資料の醗込

2マニュアル,執務資料改訂の検討

3登庁勤務者からの問合せ対応

4その他

文書係

◎

◎

△

△

郵便業務,当直文書引継

情報セキュリティ(インシデント発生時の連絡の3

文書接受等(職員周知を含む｡）

情報セキュリティ(上記以外）

1マニュアル,執務資料の読込

2マニュアル‘執務資料改訂の検肘

3登庁勤務者からの問合せ対応

4その他

広報係

◎

◎

◎

○

△

瓢ﾕ且洪叩心l季1千．p｣種1丁唖1－閏ヲつも叩ノ

※管内からの照会対応･上級庁への求意見を
含む。

ウェブサイト更新

一般からの問合せ対応

文書接受等の補助

記者室管理業務(期日情報の更新）

1マニュアル,執務資料の読込

2マニュアル,執務資料改訂の検肘

3登庁勤務者からの問合せ対応

4その他

資料係

○

○

判決文提供

文書接受等の補助

1マニュアル.執務資料の銃込

2マニュアル,執務資料改訂の検肘

3登庁勤務者からの問合せ対応

4その他



さいたま地裁人事課継続業務

★経鋳乗務

係 業務縫暁準備段階 登庁人員 在宅勤務内容 緊急事魍宣曾･外出自粛要鯖 登庁人員 在宅勤務内容 緊念事態宣言･出勤最小限パターン 登庁人負 在宅勤務内容

腺長
F口早、ローーー｡一~ｰで一己●~ー"

③人事専務の緯括･決触等

△健康管症弼蛾(必要最小限）

1／1 ★禰輯収果,連絡酬堅(補佐）

○人事事緒の鯰楮･決釜等
△健康管理面鮫(必要丑小限〕

0.5/1 ー，

再

Ｉ
Ｏ
Ｕ
Ｉ
６
ｂ
Ｌ

I
膝長.任用担当袖
佐でローテ

任用･哲理担出禰楢 ぺ 四4郵吋I■』回窪U一顧1ソ旬淑＝哩宮や麺tユニリー羽T雲当凹アメリFし

こ伴うもの）
句勧務時間関係車銘(勤務時間の割極り．休眠処理等）

句巣典閣係専蕊(死亡叔位飽動）
△栄典関係事務〔R2春秋叙勲）
△贈与等報告(4月報告分）
.岡停官再任手続(Sc4/22〆切）
.再任用遼向睦取･碕鯉(6/30〆切）
.移転料関係資料最高裁送付
｡育休等講求手暁
$各唖発令(必要な珊合）

且採用賦験関係事務(一次試験5/92AX･BX･AY･BY｡C）
ﾕCA試験関係(5/7～15の口述賦験準備〉
〕定員管理
tコロナ感染者発生時の対応(保健所との連絡.感染者の行
h範囲砿厘等）
t職員の健康情報管理
世事後描■決定決栽(必要最小限度）

1／1

ロナ対応に伴うもの）

動盛時囲閣係事務(勤務鱒間の刺握り.休昭処
塾
栄典開優率羅(死亡観告のみ）

/22〆切）

･確毘(6/30〆切）
送付

富再任
用愈向
料関係
等贋求

飼停
再任
移転
育休

各穐礎令&必要な堪合〕
コロナ感染者発生時の対応(保健所との連絡.恩
者の行動範囲破豚等）
嘩貝の健康情穂管理
事後描宜決定決裁(必要最小限度）

0.5/1 －－‘

給与･能率担当補値 國月飼姶与壷鉛

○給与発令(必要な墹合）
●俸給決定
○手当哩窒
｡勤勉関係事務
△災害補償

△研修企画･実施(縮小)一中止した研修の配布資料等鯛整
△健康診断関係事務

1／1 ｡月例蛇与支飴

｡勤勉間係事務
05/1

管理係
内一夕T亜a一℃0FJ

こ伴うもの）
■■＝■－1両アーリリ55－ｰ画一可〃、一■ー“U弓一一クデ乃一

★職員の健康楕報管理

④勤覇時潮関係専務(勤務時間の罰掘り-休咽処理蔓】
つ栄典醐係事務(死亡叙位叔勲〕

△栄典関係事務(R2容秋叙勲）
△廟与等報告(4月報告分）
△事後措置決定決戯(必要最小限度）

係長,係員:2/2 ･引軽昏等の質料
暁み込み

★勤務時間菅理に関する照会回答事務(主に新型
コロナ対応に伴うもの）
★轍貝の健康情報管理

國勤覇鱒聞隅歴事務(動務畦聞の調擦り.休眠樋
里蔓上
つ栄典闘係恵砿(死亡鰯告のみ）
A事後措因決定決戯(必要最小限度）

係長,係員:1/2 ･引縫害等の資料
脇み込み等

任用係
▼←マーU■ｰや一F守タマpe－■一一一｡＝

'育休等購求手続
ﾄ各種発令(必要な埋舎）

採用試験関係事務(一次試験5/9:AX･BX･AY･BY｡C〉
CA賦験関係(5/7～15の口述賦験準備）
休職発令事務

係長.係員22/3

(1人は一部管
理係の桑務を
担当）

※採用賦験廷
期の場合

･引糎害等の資料

鋭み込み ．
一万アー而呼50や兵

③休胞発令事務

同一B四一二O~■

!な姻合．ロ頤尭令も桧尉】
厩長.係員9

1.5/3(1人は－

部管理係の集
務を担当）

･引継書等の貢料

陵み込み等

給与係 月例給与支蛤

給与発令(必要な珊合）
俸給決定
手当鯉定(夏頃～支給を目指した後ろ倒し）
勤勉関係事務
災客補償

係長（支給)：
1/1

係長(発令)：
I／1

係員:3/5

･引經書等の資料
暁み込み

沮嗣鰭与寮銘

}勤勉関係事務

I発令担当の係長も手当腿定等を担当し､支給担
l係長とローテ.おおむね第1.4週は月例給与支
iのため支給担当係長が出勤,その余は発令担当
I長が出助

係長（支給)：

0.5/1

係長(発令)f
0.5/1

係貝:2/5

･引纒魯等の資料
l優み込み等

能率係 ー~守■一一■■■■ 〆ｰ哩口

O健康鯵断隅係：鮮 一マロロマー胃へ宙邑､ヰーー■ ｸ D－ーロー～｡ー面グ戸一■Q■”己宅一官苛一一

。櫛匿鯵断関係五感
係長:0.5ﾉ1 邑醒庫醇断閣係事務 係長:0.5/1



緊急時の業務態勢
*各係において緊急業務を遂行するためのシフト人員を検討してください(システムの管理権限者人員は除く)。
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一－－－－1■U一一一一一 ’ 5班体制 2班

0
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I
1/2扉長太国広幸
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!/2補佐清遣康博

頚曹_篭筆_|_________‐
０
１
４
１
８

唾』』“・・『一。ｍＩ・
琴
不
一
歌
一
一

内
曲
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学
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係長関根秀敏
一一一一一一一一一q■

主任中島猛智

’3班
q■q■q■ロ■－－－－4■

1

0

6～7

管理乗務

各種システム管理権限

支出淡膿等,支払に関する車務 給与支給事務

支出決脳鰐.支払に関する事務

債櫓収納登肥

繊入突合

叶算正明関係事務

保賛金出納軍務

BCP

04/09(木） 清遺 6 1 貫井.小梶 i 2 郎
一
峠

１
．
１

関根,中島 i 20 0
0
－

0

0
0

0

。
■
口
々
■
凸
。

6
Q

太田 0 1
0

04/10(金） 松熊,鈴木 J 2 岡田 1 5

04/11tf) 号鰯溌
琴｡ 河 弓子1 ． ， ｡ I 釦ヨヒ

ヶ " ~ 0 宝

垣 庫ﾛ函＝1口一一

0

昭/12(日）
曇

謂

畠

や ［

0

04/13(月） 清遣 松熊.鈴木 1 21 八木 荒選1 関根,丸山 ； 11 6

04/14(火） 太田 松熊.貫井 0 2
I

’ 曾田 0 1 0 0 岡田 51

04/15(水） 清這 1 1 松頗.鈴木,小梶： 3 八木 1 外山 関根,丸山 1 1 7

O

太田 8 ． 104/16(木）
1

松熊.鈴木 ’ 2 冑田 1 岡田.中島 i 20 6

04/17(金） 溝運 松熊,貫井 1 21 八木 1 1 荒巻 1 間根 、 6
や

■姉
．
、

Ｉ〆
一
“

い
ぐ
む
ケ
ロ
》

則
酔
Ｆ
竺

夕

凸
ワ
●
■
白

ー■

1 ■ 召・・ ・.｡ 弓

年 子

宅.｡

04/18(土） 通、 垣、忠

一凸電 ロ 4 、
●

÷

一

画一

04/19(日）
0

04/20(月） １
０
０1 1 i l i l 5

8

04/21(火） I 9 1 1 １１
０

8 1 5

04/22(水） １
０
０’ i l 1 51

04/23(木） 11

0
1 2 ’ 1 6

04/24(金） U

11 1
■

・

■

■

Ⅱ 1 1 5

○

q

戦 。

04/25(土）
‘窒懲.“ “典‘態綴 《

一

》
２

■

口 々 U
Jj g々

侭奥， ‐ ”晶‘： 0I P １ 秒 争4 ，

一一 ー

蒔
鈩
雪
鄭

穴

剖

》Ｐ
４

畦■
８
１
三

蹟
語
零
ロ
ロ

ア

塵 存

｝′ 〆』~§
Eい－帝司

0
､”

害
04/26(日）

勺

0

04/27(月） 1 1 i l 1 8 1 5

04/28(火） １ １

１
８
０ 1 1 5

１
Ｉ

Ｂ
Ｏ

』一ぎみ；04/29（水）
ﾛ ｡ " 』． ． ｡

ー

； ，
F”

卜1

7 0↓
､

I

Ⅱ＝ﾛ
上 I一 弓 "

I

１
８
０
０

04/30(木） | 1 2 1 ６

05/01(金） 19 1 10 1 2 6

05/02(土）

四

0一一
凸

1 ･
－

i ,r

Q L

hq心

－－

‘鳥 マ ：夢一

０
０

0

0■

‐卜

唖画 声

‘ i ・ 誘鐸ヨ マー下司｡ 七

・lﾛ ｡ ． 、｡ , oγ●

二一.2 ． 再四一.･ 咽 慧繕: ､； ・霞 ‘~〒 ？.曇･'報； ‘”., ”
‐ q ‘ 、■トユ『且 . ． . p ･

05/03（日）
h =.』0…

‐一 ・・ ｰ~雷 一一0 マワ電
・0 ．

._を苫呈菟 、 1．

＝

さ

＆ 蕊錨蝿;凝一 ｒ

４

－

Ｐ

－
ｄ 由 ・垂 F圭七

ﾇ

一
四

口

05/04(月） マーーーママ
■』

一一

０
０１

0

8
一
ば
八
一

ｂ
舎
凸
４

05/05(火）
0 ■

0
夕1

家
ー

℃ ■
け

＝一一 _

Ｆ６
１
０

05/06(水）
0

0

為係 出納係 計算証明係



緊急事態宣言等が発令された場合の継続業務
号名 峯戸記程

※申立があった場合に優先的に行うべき業務

係 最低限行う必要がある業務 業務継続に必要な人員等

訟廷
小野寺管理官連絡先

■■■■■

卜記栗拐を継統するために必要な範囲内での訟廷事務 害記官1名又は事務官1名

債権保全受付
斉藤主任連絡先

■■■■■

頂確執行発令

日
日
日

期
期
期

当
当
当

配
配
配

４
１
８

１
２
２

ノ
ノ
／

４
４
４

■■4■q■｡q■q■4■1■■q■‐■｡‐4■l■ﾛ■d■｡■ー争わ■1■q■1■q■1■Q■q■U■‐q■q■■､‐q■｡‐一口■-1■q■ﾛ■q■｡■■‐4■｡■b‐｡｡●■ロ■‐1■q■U■U■1■q■ﾛ■■P 4■q■旬pp4■、■h吟q■1■q■■q■U■■4■q■ﾛ■

※受付係関係控訴申立,強制執行停止申立
※債権係関係保護命令,保全,債権執行の発令及び強制執行停止

裁判官1名（以下，裁判官は共通）

書記官2名

弁論

林主任連絡先

■■■■■

必妥に応じて裁判官と相談の上,期日の取消(次回期日追って指定)を検討する。

pl■q■■d■‐●q■■D q■ローd■q■4■d■d■‐Cc－4■ロq■q■q■｡｡■4■ﾛ■●●1■口ローq■■q■‐q■q■q■‐■⑤口q■1■■D q■‐ｰ■q■4■‐q■4■q■ﾛ■‐■■■I｡‐｡■●‐q■1■q■■1■1■q■‐1■｡■ﾛ■q■q■ロ●ーq■ロ色

※証拠保全.強制執行停止,担保取消,人身保護

裁判官1名

書記官1名

産破

■■■■■■■■■■

4/14（火）債権者集会

4/21（火）債権者集会

菜.謹制執存凛iE(EX再笙j………………~~~.………….….----……………
強制執行停止(破産）

裁判官1名

書記官1名

不動産 ～4/17（金）代金納付･移転登記嘱託6件

4/16(木)11:00不動産配当5件

－－■■■■一一一一一ーーー‐■■－－－－ーーー-----‐一一一一一一-一一一一一■■--一一一一一一一一ー一一一一-一一一一一一一ー＝＝ー一一ーー■■ー＝‐－－ー■■■■一一一一■■＝＝一一一■■■■■■＝■■一一一一一一■■■

※強制競売(ﾇ)の差押完了までの処理

取下,取消,停止等に伴う売却手続の中止処理

BIT･広告業務の検査･手数料払出承認

裁半ﾘ･自1名

書記官1名



(部署名
4 ■ ‘ ■ ーー

弛隷刑事）
ーーグー●●● 凸 グ

部署において感染者が発生した場合の代替

NO. 実施する業務
業務継続に必要な人数

裁判官 書記官 事務官
備考

1

2

3

新件処理(起訴状受理,謄本送達）

身柄処理(保釈,勾留更新等）

公判立会(身柄事件）

1 2 1

4

回篁＝.q馴屋Uノ首リニヨノコ種ノ

※1期間を2分し,書記官(神田主書,榮井,永井,中山),事務官(黒澤，
用事務官(本田,諸見)についても,それぞれに1人ずつ割り当てる。

千島)で割り当てる｡新採

※2BCP当初は,期日変更,延期処理が終了するまで,人員の減少はしない｡所要日数は1日ない
し2日を想定している。

NO. 実施する業務 代替部署･係等 備 考

1 新件処理(起訴状受理,謄本送達） 1階以外から応援

2 身柄処理(保釈,勾留更新等） 同

3 公判立会(身柄事件） 同

4

1班

2班



(部署名簡裁民事）

【緊急事態宣言等が発令された場合】

部署において感染者が発生した場合の代替

NO. 実施する業務
業務継続に必要な人数

裁判官 書記官 事務官
備考

1

2

窓口対応(新件受付,手続説明）

支払督促(仮執行宣言）

1

2 1

3

4

、刀＝＝．弓駆昼v／戸リニコノJ暦ノ

※1期間を2分し,書記官(阪本,佐野(立会等)，吉田主書伊藤(督促等))を割り当てる｡もう1名
(中澤)については,阪本や伊藤の事情を踏まえて割り当てを決める。
※2BCP当初は,期日変更,延期処理が終了するまで,人員の減少はしない｡所要日数は1日ない
し2日を想定している｡．

NO. 実施する業務 代替部署･係等 備 考

1 窓口対応(新件受付,手続説明） 1階以外から応援

2 支払督促(仮執行宣言） 同

3

4

1班

2班



(部署名
･ ･ 争寺一一

簡栽刑事）
｡－●一ケい●● ● つ び

【緊急事態宣言等が発令された場合】

部署において感染者が発生した場合の代替

NO. 実施する業務
業務継続に必要な人数

裁判官 書記官 事務官
備考

1

2

令状,勾留,在庁略式処理

新件処理(略式受理）

1 1 0

3

4

(坦三月取貝”昔リヨ万》云ノ

※1期間を2分し,書記官(武井課長,小塊)で割り当てる｡事務官については,地裁刑事と共通とす
る。

※2BCP後,速やかに減員対応する。

NO. 実施する業務 代替部署･係等 備 考

1 令状,勾留,在庁略式処理 1階以外から応援

2 新件処理(略式受理） 同

3

4

1班

2班



(部署名 庶務課課

【緊急事態宣言等が発令された場合】

部署において感染者が発生した場合の代替

各種事務の指揮

NO. 実施する業務
業務継続に必要な人数

裁判官 書記官 事務官
備考

1

2

保管金業務

後納郵便発送･小荷物集荷

2

※1

3 外部機関対応･広報事務(一般対応を含
む）

1

4 裁判部の補助事務(裁判文書の受理等)，
出退勤関係

1

、ゴー＝R映屋Uノ言リニヨJワ澪ノ

※1保管金業務は,出納官吏(代理)でなければ処理できないため,会計係長(出納官吏)と庶務課
長(出納官吏代理)が交代で執務する｡庶務課長または検審局長が不在の際は他のフロアの管理職
を同席させ,現金確認等を行う。

言宣言発令当初2日程度は,地家裁係長は班に関わらず出勤し,縮小した人員態勢への準備を行
つ。

NO. 実施する業務 代替部署･係等 備 考

1 保管金業務
在宅勤務職員と交代または4
階以外の職員から応援

出納官吏の臨時代
理を出勤できる職員
に発令してもらう。

2 後納郵便発送･小荷物集荷
在宅勤務職員と交代または4
階以外の職員から応援

3 外部機関対応･広報事務(一般対応を含
む）

家裁課長,簡裁課長,訟廷管
理官が代理または4階以外の
職員に作業指示

4 裁判部の補助事務(裁判文書の受理等）
在宅勤務職員と交代または4
階以外の職員から応援

1班 大倉庶務係長,大島会計係長,中嶋,清水

2班 神谷庶務係長兼会計係長,狩野,石澤,菅原



【機密性2】

R2.4. 9川口簡裁

緊急事態宣言後の業務

(民事）

業務 赫応 備考

通常訴訟事件,少額訴訟事
件,調停事件

令和2年4月8日から5月6日までの間に指定さ
れている期日は取消,期日は追って指定

4/9全件終了

少額債権執行事件 発令まで行う。

受付

保全事件

支払督促事件

過料事件,公示催告事葆
和解事件

(刑事）

業務
灘譲議鍵鐵熟鍵溌鍔雛
令和2年4月8日から5月6日までの間に指定さ
れている期日はなし

備考
－

公判事件 直近の公判事件は5月洞
日

令状事務,身柄に関する事
務,国選弁護人選任事務，
起訴状謄本の送達事務

継続して処理を行う万

略式事務 在庁事件は継続して処理を行う。
その他は,受付のみ処理を行う。



係

4／8(水)～4／10(金）
(所在地を実施区域とする緊急事態宣言･外出自粛要請）

業務内容 ？一|"薪入員一「震動務雇一

4／13(月)～4／17(金）

(所在地を実施区域とする緊急事態宣言･移動制限等）

業務内容 1－薪入頁一|~患”内容一
本庁調査官室(家事） 2／2 1／2

本庁調査官室(少年）

本庁書記官室(調停）

本庁書配官室(後見）

本庁書記官室(人訴）

本庁書記官室(訟廷）

本庁書配官室(少年）

総務課

会計課

越谷支部(書記官室）

越谷支部(調査官室）

川越支部(書配官室）

川越支部(調査官室）

熊谷支部(書記官室）

熊谷支部(調査官室）

秩父支部(地家裁合
わせて）

飯能出張所(地家裁
合わせて）

久喜出彊所(地家裁
合わせて）

期日取消し及び連絡事務
保全事件.令状事件.略式事件
文書受付.窓口及び電話対応事務
郵便発送･小荷物集荷

6／11
マニュアル改定.引継書

等読み込み.執務資料読
み込み

保全及び令状事件.略式事件
文香受付.窓口及び電話対応事務
郵便発送･小荷物集荷

4／11
マニュアル改定，引継

害等読み込み.執務
資料読み込み



新型インフルエンザ流行期における業務継続検討シート 【機密性2】

1優先業務

2処理態勢

立
口 I署名 。班 冒簡調 ； 民藍

苛
牙

優先順 ‘
一

里
宅
轌 計 務 の 内 容 I 胃 考

継続業務 保全事務(特に緊急性の高いもの）

第1分類に該当する
事務

保全菖
■
ｑ
・
４
■
１ 器(‐ 二記以タ ､の： ぅの）

第2分類に該当する
事務

氏畢訴訟

實促手緬

氏學調停

第3分類に該当する
事務

モ
ニ
『罫務の名称 訟廷墓 許誘

官 職
通常の

人 員
処理に必要な

最小 人 員 応 援 態 勢

裁判官 0 0 事務分配規定による。

書記官 0 0

事務官 1 1 訴状などの受付事務を主に処理

毛
ー

q＝雰務の名称 巫云箏誘

官 職
通常の

人 員
処理に必要な

最小 人 員 応 援 態 勢

裁判官 1 1 事務分配規定による。

書記官 1 1 原則‘令和2年5月6日までの期日につい
ては取消し,追って指定とする。

事務官 0 0

ー

F
一

一

q■■罫務の名弔
■
一
、
巳 督促藍弓誘

官 職
通常の

人 員
処理に必要な

最小 人 員 応 援 態 勢

裁判官 0 0 事務分配規定による。

書記官 1 1 できる範囲内での発付処理等

事務官 1 0 1反尋W丁』ユ言1可文払琶1疋を富む蛍付串猫

を主に処理



毛
一

一

←

罫務の名 ；
Ｊ
７ 言国‘
哩司

童浬
ヨ ー芽誘

官 職
通常の

人 員
処理に必要な

最小 人 員 応 援 態 勢

裁判官 1 1 事務分配規定による。

書記官 1 1
原則,令和2年5月6日までの期日につい
ては取消し,追って指定とする。

事務官 1 0 主に受付事務

で
一

ー

ー罫務の名 ；
Ⅵ
才
一
唖
▽
１

吟
６
■ 保全喜 鄙務

官 職
通常の

人 員
処理に必要な

最小 人 員 応 援 態 勢

裁判官 1 1 事務分配規定による。

書記官 1 1

事務官 1 0



新型インフルエンザ流行期における業務継続検討シート 【機密性2】

菫ー－司

1優先業務

！

2処理態勢

女
ロ I署名 ． 馬E

白
』
』 笥裁刑雪

優先順 侭 、
■

一
■
二
一 奇 務 の 内 容 備 考

継続業務令状事務

裁判官不在の場合‘所轄の
3警察署に連絡し，熊谷簡
裁に令状請求するよう依頼
することも考えられる。

第1分類に該当する
事務

略式事務

刑事公判(勾留されている事件）

第2分類に該当する
事務

刑 i公判(勾留がされていない事件）

訟廷事務

第3分類に該当する
事務

↑
匡
二
』
‐

■
Ｉ
申
４
９
１

苛
牙 爵の名 ；

Ｊ
１
■
伍
巳

１
，
．

《
祠 姪 ﾖ猪

官 職
通常の

人 員
処理に必要な

最小人 員 応 援 態 勢

裁判官 1 1 事務分配規定による。

書記官 1 1

事務官 1 1
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』毒務の名 ； WI， 訟廷署罫務

官 職
通常の

人 員
処理に必要な

最小人 員 応 援 態 勢

裁判官 0
｡

0 事務分配規定による。

書記官 0 0

事務官 1 1

事務の名 』 yI， 峪式事務

官 職
通常の

人 員
処理に必要な

最小人 員
応 援 態 勢

裁判官 1 1 事務分配規定による。

書記官 1 1

事務官 1 1
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号 語の名称 巫芸事務

官 職
通常の

人 員
処理に必要な

最小 人 員 応 援 態 勢

裁判官 1 1 事務分配規定による。

書記官 1 1

事務官 0 0



新型インフルエンザ流行期における業務継続検討シート 【機密性2】

部

1優先業務

2処理態勢

優 タ う 順位
幸
年
皇
』

芽

罷計 の 勾 容 月 考
継 ポ § 業務 裁判部の業 §を継続するために4》要な事務

第1分類に該当する
事務

第2分類に該当する
事務

第3分類に該当する
事務

庶誘･又晉関係

会計関係

モ
.＝
■■ヨ務の名称 庶務･文書蔭 1糸

官 職
通常の

人 員
処理に必要な

最小人 員 応 援 態 勢

裁判官 0 0 事務分配規定による。

書記官 0 0

事務官 1 1 担当事務官が休暇取得となった際は，
残った事務官が事務を行う。

雫
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一

一

罫務の名称
一
審
口

今
云 ･僕 1糸

官 職
通常の

人 員
処理に必要な

最小 人 員 応 援 態 勢

裁判官 0 0 事務分配規定による。

書記官 0 1 ※保管金関係事務

事務官 1 1 担当事務官が休暇取得となった際は，
残った事務官が事務を行う。


